
議案第１０号 

 

 

    

 

   区議会提出議案に関する意見聴取 

   （職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年２月１０日 

 

 

 

（提出者）        

世田谷区教育委員会 

教育長 知久 孝之 

 

 

 

（提案説明） 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の議案提出に伴い、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長から意見を求められたため、本案を提

出する。 
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－1－ 

議案第 号 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 子育て部分休暇の新設に伴い、規定の整備を図る必要があるので、本案を

提出する。  
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－2－ 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月世田谷区条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

第１５条第２項中「又は勤務時間条例」を「、勤務時間条例」に改め、「よる介護

時間」の次に「又は勤務時間条例第１６条の３第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時

間条例第１８条の３第１項の規定による子育て部分休暇」を加え、「又は当該介護時 

間」を「、当該介護時間又は当該子育て部分休暇」に改め、同条第３項ただし書中「 

又は介護時間」を「、介護時間又は子育て部分休暇」に、「又は当該介護時間」を「 

、当該介護時間又は子育て部分休暇」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の育児休業等に関する条例 ○職員の育児休業等に関する条例 

平成４年３月12日条例第20号 平成４年３月12日条例第20号 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号の勤務日数

及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して世田谷区規則で定める非常勤

職員のうち地方公務員法第22条の２第１項第１号に規定する会計年

度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うもの

とする。 

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号の勤務日数

及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して世田谷区規則で定める非常勤

職員のうち地方公務員法第22条の２第１項第１号に規定する会計年

度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うもの

とする。 

２ 勤務時間条例第15条第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例

第17条第１項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の２第１

項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の２第１項の規定に

よる介護時間又は勤務時間条例第16条の３第１項若しくは幼稚園教

育職員勤務時間条例第18条の３第１項の規定による子育て部分休暇

の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認について

は、１日につき２時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子

育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内で行うものとする。 

２ 勤務時間条例第15条第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例

第17条第１項の規定による育児時間又は勤務時間条例第16条の２第

１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の２第１項の規定

による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の

承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介護

時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤

職員が勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく世田谷区規則の規

定による育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤

務しない場合における部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間から当該育児時間、当該介護時間又は子育て部分休暇の承

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該

非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤

職員が勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく世田谷区規則の規

定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にお

ける部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員につい

て定められた１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間から当該

育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた
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改正後 改正前 

認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。 

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

（部分休業における給与の減額） （部分休業における給与の減額） 

第16条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の

給与に関する条例（昭和26年10月世田谷区条例第11号。以下「給与条

例」という。）第14条第１項、幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成12年３月世田谷区条例第22号。以下「幼稚園教育職員給与条

例」という。）第19条第１項及び会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例（令和元年10月世田谷区条例第21号。以下「会計年度

任用職員給与条例」という。）第９条第１項から第３項までの規定に

かかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第18条、幼稚園

教育職員給与条例第22条及び会計年度任用職員給与条例第13条に規

定する勤務１時間当たりの給与額（同条にあっては、報酬額）を減額

して給与を支給する。 

第16条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の

給与に関する条例（昭和26年10月世田谷区条例第11号。以下「給与条

例」という。）第14条第１項、幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成12年３月世田谷区条例第22号。以下「幼稚園教育職員給与条

例」という。）第19条第１項及び会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例（令和元年10月世田谷区条例第21号。以下「会計年度

任用職員給与条例」という。）第９条第１項から第３項までの規定に

かかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第18条、幼稚園

教育職員給与条例第22条及び会計年度任用職員給与条例第13条に規

定する勤務１時間当たりの給与額（同条にあっては、報酬額）を減額

して給与を支給する。 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第17条 第11条の規定は、部分休業について準用する。 第17条 第11条の規定は、部分休業について準用する。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第17条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者等が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実

を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その

他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

第17条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者等が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実

を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その

他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由とし

て、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由とし

て、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなけれ

ばならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） （勤務環境の整備に関する措置） 

第17条の３ 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるよ第17条の３ 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるよ
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改正後 改正前 

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 (１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(２) 育児休業に関する相談体制の整備 (２) 育児休業に関する相談体制の整備 

(３) 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備

に関する措置 

(３) 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備

に関する措置 

附 則（令和 年 月 日条例第 号）   

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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